
　

本紙（又は添付）の療養に要した費用に関して、療養費の支給を申請します。
また、フタバ産業健康保険組合が医療機関等の関係機関に対して、療養が行われた事実の有無や行われた
療養等の内容照会を行うこと、また当該関係機関が内容照会の回答をすることに同意します。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

㊞

作成　2019.8

信用金庫 当座

②医師の意見および装着証明書（原本）

④購入された装具の写真

②病名記載のある医師の作製指示書

①　領収書（原本）

①　領収書（原本）

Ⅰ．　ⅰ）治療用装具　ⅱ）弾性着衣　ⅲ）治療用眼鏡　作製費用申請のとき

Ⅱ．　ⅰ）保険証未提示による自費診療　　ⅱ）資格喪失後受診したとき

Ⅲ．　海外で受診したとき

保険証を提示
できなかった理由

添付書類

ⅲ）治療用眼鏡の申請

①　領収書（原本）

③　装具作製確認書

①　領収書（原本）

【提出の流れ】 申請者 →　（工場総務）　→  健保 

添付書類

円

円

②診療報酬明細書　（以前に加入していた健康保険から交付）

②診療報酬明細書　（医療機関から交付）

②診療内容明細書および領収明細書 と その邦訳

月 日

受取代理

ⅰ）保険証未提示

ⅱ）資格喪失後受診

診療日 平　・　令 年 月

普通 口座番号銀　　　行 農      協

店
口座名義

（カタカナで記入）

労働金庫

代理人の
住　　　所

〒

本申請書に基づく給付金に関する受領を代理人に委任します。

－ 電話 （　　　　）

備考 (個人番号：任意記入）

工　　場　　名

被
保
険
者
記
入
欄

被保険者証 記号・番号 受療者氏名

第三者行為による傷病ですか？

被保険者氏名
（請求者氏名）

住　　　　　所

日 入院 ・ 通院　 領収書の金額

受
　
取
　
方
　
法

銀行口座
振      込

入院 ・ 通院　 領収書の金額

①　領収書（原本）

診療日 平　・　令 年

添付書類

ⅰ）治療用装具の申請
ⅱ）弾性着衣の申請

申請者名義
以外の口座
に振込を希
望する場合
のみ記入

代理人の
氏名と印

(フリガナ） 委任者と
代 理 人
との関係㊞

療　養　費　支　給　申　請　書 
続柄

傷病の原因（いつ・どこで）及びその経過

装具購入日

傷病名

生年月日

－　　

年　　　月　　　日 
本人　・　家族

7割　・　8割　・　9割 喪失 年　　　月　　　日 

領収書の金額 円平　・　令 年 月 日 入院 ・ 通院　

フタバ産業健康保険組合　御中

（被保険者・被扶養者）

健
保
処
理
欄

支払区分 （内訳） 資
格

取得

平・令　　　　年　　　　月　　　　日
 □は　い　⇒「第三者による傷病届」を提出

 □いいえ

昭・平・令 年　　　月　　　日

発症・負傷年月日

支給額 円   

事務長 係 係常務理事



 
海外療養費 

 

１. 海外療養費について 

 

海外旅行、赴任中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請に

より一部医療費の払い戻しを受けることができます。 

 

支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療等

に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。 

 

２. 支給金額について 

 

日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額

（実際に海外で支払った額の方が低いときはその額）から自己負担相当額（患者負担分）を

差し引いた額を支給します。 

 

※海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅

に少なくなることがあります。 

 

なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率（売りレ

ート）により円に換算し、支給額を決定します。 

 

３. 申請手続きについて 

 

【申請手続きに必要な書類】 

 

・療養費支給申請書 

・様式Ａ（診療内容明細書）および様式Ｂ（領収明細書） 

［歯科診療の場合は、様式Ｂおよび様式Ｃ（歯科診療内容明細書）］ 

・領収書 

 

様式Ａ、Ｂ、Ｃともに、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに１枚ず

つ証明をしてもらってください。また、それぞれの別紙に邦訳を添え、翻訳者の住所・氏名・

連絡先を記載し、押印してください。 

 

海外から申請するときは、事業主または日本に在住のご家族を経由して申請してくださ

い。フタバ産業健康保険組合からは、海外へ直接送金および通知書の送付を行えないため申

請書には日本国内の住所および金融機関口座を記入してください。 

 

４. 申請期限について 

 

海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて２年を経過すると、時効により申請がで

きなくなります。ご注意ください。 

 

５. お願い 

 

保険給付費の適正な処理のため、上記【申請手続きに必要な書類】以外の書類を追加でお

願いする場合があります。ご理解いただき、ご協力お願いいたします。 
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